
医療情報・システム基盤整備体制 

充実加算の算定について 

 

当院では、オンライン資格確認を行う体制を有して

おります。 

また、初診時に受診歴、薬剤情報、特定健診情報そ

の他必要な診療情報を取得・活用して診療を行ってお

ります。 

 そのため、令和４年１０月１日から「医療情報・シ

ステム基盤整備体制充実加算」として、初診時に４点

（マイナ保険証を利用した場合は２点）を算定してお

ります。 

 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 
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